
JP 2016-192881 A5 2017.10.12

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成29年10月12日(2017.10.12)

【公開番号】特開2016-192881(P2016-192881A)
【公開日】平成28年11月10日(2016.11.10)
【年通号数】公開・登録公報2016-063
【出願番号】特願2015-73034(P2015-73034)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｇ   1/02     (2006.01)
   Ｅ０４Ｇ  21/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｇ    1/02     　　　　
   Ｅ０４Ｇ   21/32     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月29日(2017.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
略コの字状の枠体と、該枠体を垂直方向に吊支する吊りロープと、該枠体を斜上方向に支
持する支持ベルトと、バケットに設置するための取付具を備えており、
略コの字状の枠体は、所定間隔に隔てた２本の端部辺と当該端部辺の先端部を連結する連
結辺で構成され、
２本の端部辺の基端をバケットの一側面に当接し、
枠体を該当接点から斜上方向に配置し、
枠体の２本の端部辺の基端とバケットに設置された２ケの取付具を、それぞれ吊りロープ
を介して連結して吊支され、
枠体の連結辺の両端部と先記取付具を、それぞれ支持ベルトで連結し、
バケットの一側面と２本の吊りロープと２本の支持ベルトと枠体によって形成される４つ
の面、すなわち、枠体に囲まれた底面と、バケットの一側面に近接し２本の吊りロープ間
で形成される側面と、枠体の端部辺と吊りロープと支持ベルトとの間に形成される２つの
三角面と、にわたって、
ネットを展張したことを特徴とする捕捉ネット。
【請求項２】
略コの字状の枠体と、該枠体を垂直方向に吊支する吊りロープと該枠体を斜上方向に支持
する支持ベルトと、バケットに設置するための取付具と、を備えており、
略コの字状の枠体は、所定間隔に隔てた２本の端部辺と当該端部辺の先端部間を連結する
連結辺で構成され、
バケットのブームとの接続部が設置される一側面を除いた三側面の内の隣接する二側面に
対し、それぞれの面に一体の枠体、計２体の枠体を配置し、
枠体の２本の端部辺の基端をバケットの一側面に当接し、
枠体を該当接点から斜上方向に配置し、
枠体の２本の端部辺の基端とバケットに設置された２ケの取付具を、それぞれ吊りロープ
を介して連結して吊支し、
枠体の連結辺の両端部と先記取付具を、それぞれ支持ベルトで連結し、
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　バケットの隣接する二側面と４本の吊りロープと４本の支持ベルトと２体の枠体によっ
て形成される７つの面、すなわち、
２体の枠体でそれぞれ囲まれた２つの底面と、
隣接する２体の枠体間に形成される三角底面と、
バケットの二側面に近接しそれぞれ２本の吊りロープ間で形成される２つの側面と、
２体の枠体において、それぞれの枠体の２本の端部辺の内、他の枠体と隣接しないそれぞ
れ１本の端部辺と吊りロープと支持ベルトとの間に形成される２つの三角面にわたって、
ネットを展張したことを特徴とする捕捉ネット。
【請求項３】
略コの字状の枠体と、該枠体を垂直方向に吊支する吊りロープと該枠体を斜上方向に支持
する支持ベルトと、バケットに設置するための取付具を備えており、
略コの字状の枠体は、２つの端部辺と当該端部辺の先端部間を連結する連結辺で構成され
、
バケットのブームとの接続部が設置される一側面を除いた三側面に対し、それぞれの面に
一体の枠体、計３体の枠体を配置し、
枠体の２本の端部辺の基端をバケットの一側面に当接し、
枠体を該当接点から斜上方向に配置し、
枠体の２本の端部辺の基端とバケットに設置された２ケの取付具を、それぞれ吊りロープ
を介して連結して吊支し、
枠体の連結辺の両端部と先記取付具を、それぞれ支持ベルトで連結し、
バケットの三側面と６本の吊りロープと６本の支持ベルトと３体の枠体によって形成され
る１０個の面、すなわち、
３体の枠体でそれぞれ囲まれた３つの底面と、
隣接する３体の枠体間に形成される２つの三角底面と、
バケットの三側面に近接しそれぞれ２本の吊りロープ間で形成される３つの側面と、
隣接しない２体の枠体において、それぞれの枠体の２本の端部辺の内、他の枠体と隣接し
ないそれぞれ１本の端部辺と吊りロープと支持ベルトとの間に形成される２つの三角面に
わたって、
ネットを展張したことを特徴とする捕捉ネット。
【請求項４】
バケットの外側面に作業用収納袋が取り付けられた状態において、バケットに接する側の
ネット外周の長さ、すなわち支持ベルトが係止された２ケの取付具間のネット外周の長さ
が、作業用収納袋のバケットに接した面を除く外周の長さと作業用収納袋を除く当該２ケ
の取付具間の長さを足した長さにされた請求項１または請求項２または請求項３の捕捉ネ
ット。
【請求項５】
バケットに接する側の面において、ネットの外周近傍に、取付具に係止するための複数の
係止環を具備したことを特徴とする、請求項１または請求項２または請求項３に記載の捕
捉ネット。
【請求項６】
２本の端部辺と１本の連結辺で枠体を構成するにあたり、２本の端部辺の各先端間に１本
の連結辺の両端を挿嵌接続することにより
略コの字状の枠体を成し、２本の端部辺と１本の連結辺を着脱可能としたことを特徴とす
る、請求項１または請求項２または請求項３に記載の捕捉ネット。
【請求項７】
ネットにおいて、
枠体を構成する端部辺と連結辺と連結する外周ロープの位置に筒状体を付設し、該筒状部
に端部辺および連結辺を挿通することによってネットと枠体を組立てる構造としたことを
特徴とする、請求項１または請求項２または請求項３に記載の捕捉ネット。
【請求項８】
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一端を枠体に連結し他端を取付具に連結する支持ベルトは、支持ベルト用ベルトと支持ベ
ルト用バックルと支持ベルト用連結ベルトで構成され、
支持ベルト用連結ベルトの一端に支持ベルト用バックルを連結し、支持ベルト用ベルトの
一端を支持ベルト用バックルに挿通して、支持ベルト用バックルによって支持ベルト用ベ
ルトを把持し、
支持ベルト用バックルに挿通した支持ベルト用ベルトの該一端は折り返して重ねて縫合し
、
支持ベルトの一端には端部辺に連結するための環状部を設け、支持ベルトの他端には取付
具と連結するための環状部を設け、
支持ベルト用バックルによる支持ベルト用ベルトの把持位置の調節により、支持ベルトの
全長を調節自在とすることを特徴とする、請求項１または請求項２または請求項３に記載
の捕捉ネット。
【請求項９】
枠体および取付具を電気絶縁性の材料で形成し、ネットと外周ロープと支持ベルトと吊り
ロープの材料を電気絶縁性の合成繊維としたことを特徴とする、請求項１または請求項２
または請求項３に記載の捕捉ネット。

 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】捕捉ネット
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主として高所作業車において使用するものであり、特にはバケットからの落下
物を捕捉する捕捉ネットに関する。
【背景技術】
【０００２】
配電線工事や通信線工事などにおいて、高所作業車のバケットから落下する工具や工事用
部材を捕捉する装置の提案は、従来から試みられている。
【０００３】
捕捉ネットは、落下物を通過させない目合のネットと、該ネットをバケットの周辺に展開
する時にネットを支持する支柱と、該支柱をバケットの開口上縁部に設置するための取付
具が主な構成要素である。
【０００４】
バケット上の作業領域において、落下物を捕捉する捕捉ネットは、工具・資機材が落下す
る範囲全てをカバーすることが望まれる。バケットの長方形の開口上縁部において、作業
内容によって、略長方形の１辺に近接する面に捕捉ネットを設置するものや、２辺、また
は３辺、または４辺に近接する面に設置するものがある。
【０００５】
落下物が重量物である場合、ネットで落下物を捕捉時に、支柱が重量に耐えられずに、折
損したり変形したり大きく屈曲するなどして、落下物の捕捉を維持できずに落下物がネッ
トから脱落することがあり、これを防止しなければならない。
【０００６】
従って、従来は、落下物を捕捉後も支柱や構造物は、捕捉前後で変わらない状態を保持す
る剛性と強度を備えていた。
例えば、特許第３９２５７８５号公報、特許第２９１４６２５号公報、特許第２７６４７
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１０号公報の場合、バケットの一側面に設置する捕捉ネットにおいて、ネットを支持する
一対の支柱をバケットの側面から斜め上方に配置し、該支柱を保持するために、バケット
の上縁にコ字状の一対の取付具を嵌め込み、該取付具には垂直下方に一対の支持材を連結
固定し、該支持材の下端と該支持材の上部を一対の水平材で連結固定することにより、四
角形状のフレームを形成し、支柱を傾斜した状態で保持するために、支柱先端と取付具ま
たは支持材をロープで連結したものである。
【０００７】
上記公知発明は、構造が複雑で構成部材が多く、それぞれの部材およびその部材間の連結
部に剛性を備えんがために重量が重くなる。高所でのバケットへの着脱作業は、重量が重
いことと組立て工数が多いため、作業員に負担を掛けるものであった。
また、構造が複雑で構成部材が多いため、コストが高い。
また、収納性が悪く、特に四角形状のフレームが嵩張る。収納性を考慮して、各部材を分
割可能な構造とすると、使用開始時の組立が複雑で時間が掛かり、着脱するための部品が
増えることにより、さらに重量が増し、さらにコストも上がることになる。
【０００８】
また他の例では、特許第３１７５９３１号公報において、バケットの上縁にコの字状の取
付具を嵌め込み、該取付具に具備しているねじによってバケットの側面を押し付けて固定
し、取付具に上下に回動可能な支柱を連結し、該取付具の当たりによって支柱を斜め上方
に配置したものがある。
【０００９】
上記公知発明においては、重量物を捕捉した場合には、支柱が自立しているため、支柱に
曲げモーメントとねじりモーメントが加わり、取付具の支柱を保持する部分には、モーメ
ントにより生ずる大きな荷重が加わる。特に、長尺の支柱の先端に荷重が加わった場合、
支柱の取付け部にはそのてこ比によって大きな荷重が加わることになる。本構造の場合、
ネットを支持する部材は支柱のみであり、支柱が大きく撓んだり折損すると落下物を保持
できなくなる。従って、支柱および取付具は、発生する荷重に耐える十分な強度を確保す
るために、支柱の径を太くし、取付具の厚みを十分に厚くする必要があり、重量が増すこ
とになる。またコストが高い。
【００１０】
バケット上での作業員は、作業性を良くするため、電柱に複雑に装柱された部材にバケッ
トをできるだけ近づけようとする。この時、バケットに設置された捕捉ネットが、装柱さ
れた部材に衝突したり接触することがある。また近接した家屋に衝突することがある。
捕捉ネットが装柱された部材等に衝突すると、該部材または捕捉ネットが損傷することが
あり、好ましくない。
【００１１】
上記公知発明において、支柱がその取付点から上方に回動可能な構造となっており、支柱
の下方から装柱部材が衝突した場合は、支柱が上方に回動するので、装柱部材への損傷を
防げる。しかし、支柱に水平側方から装柱部材が衝突した場合は、支柱は水平側方に回動
しない為、装柱部材または捕捉ネットが損傷することがある。また、支柱の延長方向から
装柱部材が衝突した場合は、支柱の剛性により支柱先端が変位しない為、装柱部材または
捕捉ネットに大きな荷重が加わり、損傷する可能性が高い。
【００１２】
配電設備等で活線状態での作業においては、バケットに設置された捕捉ネットが、装柱さ
れた部材に接触した場合には、捕捉ネットが導電体であれば、装柱部材と導電体との接触
により短絡事故が発生し、装柱部材が損傷することがある。また、捕捉ネットの導電体に
通電して作業員が感電する事故が発生するおそれがある。
【００１３】
特許第３９２５７８５号公報においては、起伏操作ロープによりネット展開ロッドの傾斜
設置角度を調整するが、この際、作業員がバケット上から起伏操作ロープを引張り操作し
て、その途中を係止フックへ迂回的に通し込み係止する方法となっている。この構造には
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、次に示す問題点がある。
【００１４】
（１）重量のある落下物を捕捉した場合には、ネット展開ロッドの傾斜設置角度を保持す
るために、起伏操作ロープに大きな張力が加わるが、起伏操作ロープの端末の係止方法は
、作業員によって把持強度にばらつきを生じ、最悪の場合、係止が外れるおそれがあるこ
と。
（２）起伏操作ロープによりネット展開ロッドの傾斜設置角度を調整する際に、一度起伏
操作ロープの係止を解除する必要があり、この際に起伏操作ロープを手放した場合、ネッ
ト展開ロッドが重力により回動し、起伏操作ロープとネットも同時に降下する。元の状態
に戻すためには、作業員がバケット上から乗り出し、大きく手を伸ばして起伏操作ロープ
とネット展開ロッドを引き上げなければならず、不要な操作であり、安全性に問題がある
。
【００１５】
バケット上での作業において、活線作業に使用するホットスティック等の長尺の工具や長
尺の部材を収納する長尺の作業用収納袋を、バケットの作業面の上縁部に設置することが
ある。
例えば、特許第３９２５７８５号公報、特許第２９１４６２５号公報、特許第２７６４７
１０号公報の場合、作業用収納袋が捕捉ネットの構成部品である水平材とかち合い、捕捉
ネットを設置することが出来ない。
また特許第３１７５９３１号公報の発明品においては、作業用収納袋を設置した面に、一
対の支柱の取付具の距離を近づけて捕捉ネットを設置した場合、作業用収納袋の側面とバ
ケットの間に開口部ができ、確実に落下物を捕捉することができないため、捕捉ネットと
して使用することができない。また、一対の支柱の取付具の距離を大きく近づけねばなら
ない為、捕捉面が狭くなる。
【００１６】
このように、従来の捕捉ネットでは、捕捉ネットを設置した位置に長尺の作業用収納袋を
設置することが出来なかった。
しかし、作業性向上のために、作業を行う面、すなわち捕捉ネットを設置した面と同じ面
に、作業用収納袋も設置することが望まれていた。
これは作業用収納袋内の工具・資機材を取り出し作業に掛かる際に落下物が発生すること
が多く見られることより、設計時に要求される必須要件と考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
特許第２７６４７１０号公報
特許第２９１４６２５号公報
特許第３１７５９３１号公報
特許第３９２５７８５号公報
実案登録第２５３８５３０号公報
【００１８】
なし
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
上記のように、従来より開示されているバケットに設置する捕捉ネットにおいては、次の
ような課題が解決されていない。
（１）バケットへの設置に手間がかかり、作業性が悪いこと、
（２）収納時に嵩張るので、持ち運びの利便性が悪く、保管時に大きなスペースが必要と
なること、
（３）装柱部材と捕捉ネットが衝突した場合に、装柱部材または捕捉ネットに損傷を与え
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ることがあること、
（４）作業用収納袋がバケットに取り付けられた状態においては、作業用収納袋の設置面
にネットを設置することが出来ないため、工事の作業性が悪いこと、
（５）活線工事において、充電部への接触により、短絡により装柱部材に損傷を与えるお
それがあること、
（６）活線工事において、充電部への接触により、作業員が感電する事故が発生するおそ
れがあること、
（７）コストが高いこと、
であり、
前記従来技術の問題点に鑑み、作業性・操作性が良く、安全性が高く、軽量で、コンパク
トに収納でき、安価であって、バケットでの作業時に落下物を確実に捕捉する捕捉ネット
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
上記課題を解決するために、本発明に係る捕捉ネットは、
略コの字状の枠体と、該枠体を垂直方向に吊支する吊りロープと、該枠体を斜上方向に支
持する支持ベルトと、バケットの開口上縁部に掛止される取付具を備えており、
略コの字状の枠体は、所定間隔に隔てた２本の端部辺と当該端部辺の先端部を連結する連
結辺で構成され、
２本の端部辺の基端をバケットの一側面に当接し、
枠体を該当接点から斜上方向に配置し、
枠体の２本の端部辺の基端とバケットに設置された２ケの取付具を、それぞれ吊りロープ
を介して連結して吊支し、
　枠体の連結辺の両端部と先記取付具を、それぞれ支持ベルトで連結し、
バケットの一側面と２本の吊りロープと２本の支持ベルトと枠体によって形成される４つ
の面、すなわち、枠体に囲まれた底面と、バケットの側面に近接し２本の吊りロープ間で
形成される側面と、枠体の端部辺と吊りロープと支持ベルトとの間に形成される２つの三
角面と、にわたって、ネットを展張するように構成される。
【００２１】
２つの端部辺と端部辺を連結する連結辺で構成された略コの字状の枠体は、該端部辺を支
柱とし、該連結辺を水平支材として枠体を構成し、２本の支柱の先端に１本の水平支材の
両端を挿通脱可能にする。
【００２２】
本発明において、取付具として、Ｓ字フックを使用する。Ｓ字フックは、従来から、バケ
ットの開口上縁部に取付け、工具や資材を掛けることに広く使用されており、この既設備
を流用するものである。Ｓ字フックは、バケットの開口上縁部に一端を跨ぐように差し込
むだけで、バケットに取り付けられるので、着脱が容易である。また、電気絶縁性があり
、活線工事の際にも使用可能なものである。
本発明においては、該Ｓ字フックにネットや支持ベルトを係止して使用する。
【００２３】
バケットの一側面に作業用収納袋を取り付けた状態において、バケットに接する側のネッ
トの長さであるが、作業用収納袋の水平断面の外周に沿って屈曲して展張し、バケットお
よび作業用収納袋とネットとの間に隙間ができないように設置するに足る長さとする。
【発明の効果】
【００２４】
本発明の捕捉ネットの主な構成部品は、ネットを四角形状に保持して支持する枠体と、枠
体の基端部をバケットの側面に接する様に吊設する吊りロープと、枠体を基端部の当接点
から斜上方向に配置するために枠体の先端部をＳ字フックに連結して支持するための支持
ベルトであり、少数の部品点数で構成されるため、軽量であり、運搬やバケットへの着脱
作業が容易となる。
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【００２５】
また、構成部品が少ないため、低コストで製造できる。
【００２６】
また、バケットへの設置作業は、（１）４ケのＳ字フックをバケットの開口上縁部に取付
け、（２）ネットに具備された４ケの係止環をＳ字フックに係止し、（３）２本の支持ベ
ルトの端末の環部を２ケのＳ字フックに係止するだけであり、非常に簡便である。また、
バケットから取り外す作業も簡便である。
【００２７】
本発明に係る捕捉ネットは、装柱部材と衝突した場合、枠体の先端が上方に回動すること
、および、可撓性のＦＲＰ材で構成される支柱と水平支材が大きく撓むことにより、装柱
部材に損傷を与える大きな荷重は加わらない。さらに、枠体の先端が大きく変位する状態
で装柱部材等と衝突した場合は、支柱および水平支材が破損することにより、装柱部材が
損傷するような大きな荷重は加わらず、装柱部材が損傷することがない。また支柱および
水平支材が折損した場合においても、ネットが深い袋状であり、捕捉面において、バケッ
トの側面に当接した枠体の両端を吊りロープで保持し、枠体のバケットから最も離れた位
置を十分な強度を有する支持ベルトで支持しているため、落下物を捕捉時には落下物をネ
ットで包み込む状態となるため、落下物を捕捉する機能を保持する。
【００２８】
本発明の捕捉ネットは、枠体を分割することによって棒状になる支柱と水平支材、および
、畳んだり折り曲げたりして自在に形状を変えられるネットと吊りロープと支持ベルトで
構成されるため、支柱と水平支材を並べ、それにネットと吊りロープと支持ベルトを添え
ることにより、容易にコンパクトな集束状態にすることができる。運搬や狭いバケット内
に搭載する場合および倉庫に格納する場合に、スペースを取らず便利である。
【００２９】
バケットの側面に外向けに作業用収納袋を取り付けた状態において、バケットに接する側
のネット外周の長さ、すなわち支持ベルトを係止した２ケの取付具間のネット外周の長さ
を、作業用収納袋のバケットに接する面を除く外周の長さと、作業用収納袋のバケットに
接する面を除く当該２ケの取付具間の長さと、を足した長さにする。このことにより、作
業用収納袋を本発明の捕捉ネットを設置した作業面に設置することが可能となるため、工
事の作業性が良く、従来のように作業用収納袋から取り出した工具等を捕捉ネットの非設
置面から落下することがなく安全である。
【００３０】
ネットと枠体の組立方法は、支柱保持具および水平支材保持具に、支柱および水平支材を
末端から挿通するだけであり、非常に簡便である。また、枠体を構成する支柱と水平支材
は、簡便な操作で分割が可能であるため、支柱や水平支材が折損する等により取り換えが
必要な場合、ユーザーの手によって、枠体または支柱のみまたは水平支材のみの取り替え
が可能である。またネットのみの取り替えも容易である。従って本発明に係る捕捉ネット
は、維持管理費が低減されるとともに、全体としての寿命が長くなり、環境影響が小さい
。
【００３１】
配電設備等で活線工事を行う場合に、バケットａに設置された捕捉ネットが、装柱された
部材に接触した場合、捕捉ネットが導電体であれば、装柱部材と導電体との接触により短
絡事故が発生し、装柱部材が損傷することがある。また、捕捉ネットの導電体に通電して
作業員が感電する事故が発生するおそれがある。
本発明を構成する全ての部品は、電気絶縁性の材料で製作が可能であり、前記短絡事故や
感電事故を防止することができる。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下、図面を参照しつつ本発明に係る実施の形態について説明する。
【００３３】
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図１，図２，図３は、本発明の一実施形態に係る捕捉ネットであり、バケットａの一側面
に設置するものであり、図１は該捕捉ネットの平面図であり、図２はその正面図であり、
図３はその側面図である。
図４は本発明の取付具として使用するＳ字フック１をバケットａの開口上縁部に取り付け
た状態の側面図である。
【００３４】
本発明に係る捕捉ネットは、
図１，図２，図３に示すように、ネット２と、略コの字状の枠体３と、該枠体３を垂直方
向に吊支する吊りロープ４と、該枠体３を傾斜した状態で斜上方向に支持する支持ベルト
５と、を備えている。
【００３５】
枠体３の２本の端部辺の基端をバケットａの一側面に当接し、枠体３を該当接点から斜上
方向に配置し、
枠体３の２本の端部辺の基端とバケットａに設置された２ケのＳ字フック１をそれぞれ吊
りロープ４を介して連結して吊支し、
枠体３の連結辺の両先端部とバケットａの開口上縁部に所定間隔をおいた２つのＳ字フッ
ク１をそれぞれ支持ベルト５で連結し、
バケットａの一側面と２本の吊りロープ４と２本の支持ベルト５と枠体３によって形成さ
れる４つの面、すなわち、枠体３に囲まれた底面ｂと、バケットａの一側面に近接し２本
の吊りロープ間で形成される側面ｃと、枠体３の端部辺と吊りロープ４と支持ベルト５と
の間に形成される２つの三角面ｄと、にわたって、ネット２を展張するように構成する。
【００３６】
図４および図１に示すように、バケットａの開口上縁部に、枠体３の幅に合わせて一対の
Ｓ字フック１を取り付ける。図１，図２，図３に示すように、Ｓ字フック１にネット２と
支持ベルト５を係止することで、本発明の捕捉ネットが設置される。設置作業は非常に簡
易である。
【００３７】
Ｓ字フック１は、バケットａに搭乗して作業を行う場合には頻繁に使用されるものであり
、バケットａに常備されている。本発明の捕捉ネットは、該Ｓ字フック１を使用するため
、該Ｓ字フック１は本発明の構成部品ではあるが、新たに用意する必要がない。このこと
により、本発明は部品点数が少なくなり、構造が簡易となり、コンパクトに収納ができる
。また、コストが低くなる。
従来の捕捉ネッにおいては、バケットａの開口上縁部に取り付けるための専用の取付具を
具備し、ネットを支持するための構造体と該取付具を一体で形成している。このことによ
り、従来の捕捉ネットは、部品点数が多くなり、構造が複雑となり、収納性が悪い。各部
を分解可能としてコンパクトに収納する構造とした場合には、設置時の組み立てに手間が
かかることになる。また、コストが高くなる。
【００３８】
ただし、本発明において、取付具として、従来からバケットａの開口上縁部に取付け、工
具や資材を掛けることに広く使用されているＳ字フック１を使用しているが、図４２に示
すように、バケットａの開口上縁部に取付け、捕捉ネットを係止するための鉤状部を具備
する物であれば、本発明における取付具と成り得る。
【００３９】
本発明は、ネット２においてバケットａに接する面の外縁部に、複数の係止環９を具備し
ている。図５は係止環９の一実施形態を示している。
ネット２の係止環９をバケットａに配置されたＳ字フック１に係止することにより、確実
かつ簡便にネット２をバケットａの側面に設置することができる。図５は係止環９をＳ字
フック１に係止した状態を示す。
【００４０】
図６，図７，図８は、係止環９の他の実施形態である。
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図６に示すものは、ネット２の外周ロープ８をネット２から引き出した状態で結束して外
周ロープ８によって係止環９ａを形成したものである。
図７に示すものは、ネット２の外縁部に環状開口部を設け、該開口部の外周をシート状の
係止環補強具９１ｂにより補強して、係止環９ｂを形成したものである。
図８に示すものは、ネット２の外縁部に係止環９ｃを配置し、合成繊維製の係止環取付具
９１ｃを係止環９ｃに挿通し、係止環取付具９１ｃの両端をネット２に縫合して連結した
ものである。
【００４１】
図４３に示すように、吊りロープ４の上端はＳ字フック１に係止する位置の近傍の外周ロ
ープ８または支持ベルト５に結束し、下端はネット２の外周ロープ８または支柱保持具１
０ａと結束して連結する。
　吊りロープ４の材料は合成繊維製のロープとする。また合成繊維製のベルトを使用して
も良い。
【００４２】
枠体３は、図９に示すように、略コの字形状であり、２つの端部辺先端部間を連結する連
結辺で構成される。
枠体３は、図１および図２に示すように、枠体３の２本の端部辺の基端と２ケのＳ字フッ
ク１を、それぞれ吊りロープ４を介して連結して吊支し、枠体３の連結辺の両端と２ケの
Ｓ字フック１を、それぞれ支持ベルト５で連結し、２本の端部辺の基端をバケットａの側
面に当接し、枠体３を該当接点から斜上方向に配置する。
枠体３の２つの端部辺は支柱６として構成され、枠体３の連結辺は水平支材７として構成
される。
【００４３】
支柱６は、図９に示すように、支柱用端末具６２と支柱連結用ソケット６３と棒状の支柱
用棒６１で構成される。
水平支材７は、図９に示すように、水平支材用端末具７２と水平支材用プラグ７３と棒状
の水平支材用棒７１で構成される。
支柱用棒６１と水平支材用棒７１は、電気絶縁性の材料であり可撓性を有するＦＲＰ製の
棒材を使用する。このことにより、充電部に接触した場合においても感電事故を防止でき
る。
充電部に接触するおそれがなく、電気絶縁性が必要でない場合においては、支柱６および
水平支材７の材料として、金属を使用できることは言うまでもない。
【００４４】
枠体３において、支柱６と水平支材７の連結方法の一実施形態を、図１０および図１１に
示す。
エア配管のジョイントでありソケットとプラグで一対を成すカプラを用い、該ソケットを
支柱連結用ソケット６３とし、２本の支柱６の先端には支柱用端末具６２と支柱連結用ソ
ケット６３を具備する。水平支材７の両端には、該支柱連結用ソケット６３と着脱可能な
水平支材用プラグ７３を具備する。図１０は支柱連結用ソケット６３と水平支材用プラグ
７３が連結された状態で、図１１は支柱連結用ソケット６３と水平支材用プラグ７３が離
脱された状態を示す。
このことにより、支柱６と水平支材５の着脱が容易となり、設置時において組立の作業性
が良い。
【００４５】
また、図１２に示すように、本発明に係る捕捉ネットは、枠体３を分割することによって
棒状になる支柱６と水平支材７、および、畳んだり折り曲げたりして自在に形状を変えら
れるネット２と吊りロープ４と支持ベルト５で構成されるため、支柱６と水平支材７を並
列に配置し、それに添えてネット２と吊りロープ４と支持ベルト５を配置することにより
、容易にコンパクトな集束状態にすることができる。
また、支柱６と水平支材７を着脱可能な構造とすることにより、支柱６または水平支材７
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が折損した場合において、容易に取り替えが可能となり、維持コストの低減に効果がある
。
【００４６】
枠体３ａにおいて、支柱６ａと水平支材７ａの連結方法の他の実施形態を、図１３および
図１４に示す。
２本の支柱用棒６１ａの先端に、水平支材７ａと連結するための支柱用端末具６２ａを設
ける。支柱用端末具６２ａは、支柱用棒６１ａと直交する方向に水平支材７ａを挿入する
ための穴を設け、該穴の外側に水平支材７ａを挿入した状態で固定するための支柱用ロッ
ク具６３ａを設ける。支柱用端末具６２ａの外周と支柱用ロック具６３ａの内周にねじ加
工を施し、支柱用ロック具６３ａがねじによって回転可能に組立てられる。支柱用端末具
６２ａの穴と支柱用ロック具６３ａの穴は偏心している。支柱用棒６１ａを挿入する時の
支柱用ロック具６３ａの位置を第１ポジションとし、支柱用ロック具６３ａを１８０゜回
転させた時を第２ポジションとすると、第１ポジションにおいては、支柱用端末具６２ａ
の穴と支柱用ロック具６３ａの穴が、支柱用棒６１ａの径よりも大きくなり、第２ポジシ
ョンにおいては、支柱用端末具６２ａの穴に対して、支柱用ロック具６３ａの穴の一部が
支柱用端末具６２ａの穴よりも内側となり、２つの穴の内接円が水平支材７ａの径よりも
小さくなる。
第１ポジションにおいて水平支材７ａを支柱用端末具６２ａおよび支柱用ロック具６３ａ
の穴に挿入した後、支柱用ロック具６３ａを回転させ、支柱用端末具６２ａの穴と支柱用
ロック具６３ａの穴を合わせた内径を小さくすることにより、水平支材７ａを締め付け、
水平支材７ａを挿入した状態で固定する。
図１３は支柱６ａと水平支材７ａが連結された状態で、図１４は支柱６ａと水平支材７ａ
が離脱された状態を示す。
【００４７】
上記実施形態においては、枠体３ａを構成する全ての部品、すなわち支柱用棒６１ａ，水
平支材７ａ，支柱用端末具６２ａおよび支柱用ロック具６３ａを電気絶縁性の材料で製作
することが容易であり、活線工事における短絡事故や感電事故の防止対策として有効であ
る。
【００４８】
ネット２を外周ロープ８に対して十分余裕を持って展張した深い袋状構造とし、
捕捉面において、バケットａの側面に当接した枠体３の両端を吊りロープ４で保持し、枠
体３のバケットａから最も離れた位置を十分な強度を有する支持ベルト５で支持している
ため、
図１５に示すように、落下物を捕捉時には落下物をネット２で包み込む状態となる。この
時、枠体３の剛性は必要ではなく、枠体３が折損した場合でも、ネット２に包み込まれた
落下物が落下することがない。図１６は、落下物を捕捉時に水平支材７が折損した状態を
示す。また図１７は、支柱６が折損した状態を示す。
本発明において、枠体３は、落下物を捕捉する前に捕捉面の形状を保持する役割を担うだ
けでよく、捕捉前の捕捉ネットの形状を捕捉後も保持するための強度を必要としない。
【００４９】
上記によって、枠体３は軽量化ができる。
本発明に係る捕捉ネットにおいて、枠体３を構成する支柱６と水平支材７は細径のＦＲＰ
を材料として製作している。
例えば、本発明に係る捕捉ネットにおいて、枠体３を構成する支柱６はＦＲＰ製の棒材で
外径が８．５ｍｍとしているが、支持ベルト５を具備せず支柱の剛性で落下物を保持する
構造の従来製品は、外径が１８．５ｍｍで厚みが３．５ｍｍのＦＲＰ製パイプを使用して
いた。支柱６のみでは従来品に比べ４７％の軽量化が可能となった。
【００５０】
図１８に示すように、ネット２において、支柱６と連結する位置に、支柱６を挿通する袋
、すなわち支柱保持具１０ａを着設する。支柱保持具１０ａは、長尺の筒状で、断面形状
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は支柱６が挿通できる大きさとし、支柱保持具１０ａの末端は閉構造とする。支柱保持具
１０ａは、繊維製のシートや、プラスチック製のパイプを素材として製作される。
図１８，図１９に示すように、ネット２と支柱６の連結方法は、ネット２に具備された支
柱保持具１０ａに支柱６を末端から挿入するだけであり、非常に簡便である。支柱６が折
損する等により取り換えが必要な場合、ユーザーの手によって、支柱６のみの取り替えで
修理することが可能となり、維持管理費が低減される。
図１８は支柱保持具１０ａと支柱６が組立された状態で、図１９は支柱保持具１０ａと支
柱６が分離された状態を示す。
【００５１】
また、図２０に示すように、ネット２において、水平支材７を配置する位置に、水平支材
７を挿通する袋、すなわち水平支材保持具１０ｂを着設する。水平支材保持具１０ｂは、
長尺の筒状で、断面形状は水平支材７が挿通できる大きさとし、両端を開構造とする。水
平支材保持具１０ｂは、繊維製のシートや、プラスチック製のパイプを素材として製作さ
れる。
図２０，図２１に示すように、ネット２と水平支材７の組立方法は、ネット２に具備され
た水平支材保持具１０ｂに水平支材７を末端から挿通するだけであり、非常に簡便である
。水平支材７が折損する等により取り換えが必要な場合、ユーザーの手によって、水平支
材７のみの取り替えで修理することが可能となり、維持管理費が低減される。
図２０は水平支材保持具１０ｂと水平支材７が組立された状態で、図２１は水平支材保持
具１０ｂと水平支材７が分離された状態を示す。
【００５２】
支持ベルト５の平面図を図２２に、支持ベルト５の側面図を図２３に示す。
支持ベルト５は一端を支柱６の先端に連結し、他端をＳ字フック１に連結することにより
、捕捉ネットの枠体３をバケットａの側面から傾斜した状態で保持する。支持ベルト５は
、支持ベルト用ベルト５１と支持ベルト用バックル５２と支持ベルト用連結ベルト５３で
構成される。支持ベルト用連結ベルト５３の一端を支持ベルト用バックル５２の端部に挿
通し、折り返して縫合して連結され、他端を折り返して、支柱６が挿通可能な環状部を設
けて縫合される。支持ベルト用ベルト５１は一端をＳ字フック１が挿通可能な環状部を設
けて縫合され、他端は支持ベルト用バックル５２に挿通して把持される。支持ベルト用バ
ックル５２に挿通した支持ベルト用ベルト５１の端末５４は折り返して縫合され、厚みを
増すことにより、支持ベルト用バックル５２から外れない。
【００５３】
図２２，図２３に示すように、支持ベルト用バックル５２は、爪５２１とばね５２２を具
備しており、爪５２１はばね５２２による付勢によって支持ベルト用ベルト５１を押さえ
ることにより、支持ベルト用ベルト５１を把持する。
支持ベルト用バックル５２が支持ベルト用ベルトを把持する位置を変えることにより、支
持ベルトの全長を所定長さに調節することができる。
支持ベルト５を長くする方向に荷重が加わった場合には、支持ベルト用バックル５２に具
備された爪５２１が支持ベルト用ベルト５１に食い込むことにより支持ベルト用ベルト５
１を把持し、その把持力は支持ベルト５の設置時の長さを保持するに十分な強度を有する
。従って、重量のある落下物を捕捉した場合でも、落下物を包み込んだ状態でネット２を
保持するものである。
【００５４】
図２２，図２３に示すように、支持ベルト５の全長を短くする場合は、支持ベルト用ベル
ト５１の端末５４を引張るだけで良く、この操作によって、支持ベルト用ベルト５１が支
持ベルト用バックル５２の爪５２１を押し上げて、支持ベルト用ベルト５１が支持ベルト
用バックル５２内をスムーズにスライドする。
また、支持ベルト５の全長を長くする場合は、爪５２１を起こして支持ベルト用ベルト５
１の把持状態を解除して行う。
【００５５】



(12) JP 2016-192881 A5 2017.10.12

バケットａ上での作業員は、作業性を良くするため、電柱に複雑に装柱された部材に、バ
ケットａをできるだけ近づけようとする。この時、図２４に示すように、支持ベルト用ベ
ルト５１の長さを支持ベルト用バックル５２によって短くし、支柱６とバケットａ側面と
の当接点を中心として枠体３を引き起こし、捕捉ネットの張り出し広さを小さくすること
により、作業状況に応じて電柱に複雑に装柱された部材にバケットａを近づけることがで
きる。
支持ベルト５の全長を短くし枠体３を引き起こすためには、バケットａ上から支持ベルト
用ベルト５１の端末５４を引張るだけでよく、操作は容易である。
【００５６】
また、支持ベルト５の全長を長くし、枠体３の先端を下げることにより捕捉ネットの張り
出し広さを広くするためには、バケットａ上から支持ベルト用バックル５２に具備された
爪５２１を起こして支持ベルト用ベルトの把持状態を解除して、支持ベルト５の全長を長
くすることにより行う。
支持ベルト用ベルト５１が支持ベルト用バックル５２から解脱することがないので、支持
ベルト５の長さ調節操作中に支持ベルト用ベルト５１から手を離しても、支持ベルト５の
最大長さにしかならず、枠体３を下方に降下させることがない。
支持ベルト５の長さ調節の操作は、作業員の技量に左右されることなく、簡便で安全であ
る。
【００５７】
支持ベルト用バックルの他の実施形態を図２５，図２６に示す。図２５は支持ベルト５ａ
の平面図で、図２６は支持ベルト５ａの側面図を示す。
支持ベルト用バックル５２ａは２枚の外形が概四角形の環により構成される。該四角形の
環は２枚を重ね合わせた状態で該環の一端に支持ベルト用連結ベルト５３ａを挿通後、支
持ベルト用連結ベルト５３ａを折り返して縫合して連結される。支持ベルト用ベルト５１
ａの先端を２枚の環に挿通したあと、２枚の環の間を通過させ、さらに支持ベルト用ベル
ト５１ａが重ねあった状態で支持ベルト用ベルト５１ａの先端を支持ベルト用ベルト５１
ａ基端の方向に伸展させる。
さらに、支持ベルト用ベルト５１ａの先端は支持ベルト用バックル５２ａを挿通した状態
で折り返して縫合されることにより、支持ベルト用バックル５２ａから解脱することがな
い。
【００５８】
この方法においても、段落（００５２）から段落（００５５）に記載の支持ベルト用バッ
クル５１と同様に、支持ベルト５ａを設定した長さに保持し、支持ベルト５ａを長くする
方向に荷重が加わった場合にも、支持ベルト５ａの長さを保持するに十分な強度を有する
。従って、重量のある落下物を捕捉した場合でも、落下物を包み込んだ状態でネット２を
保持し、落下物は再度落下しない。
また、支持ベルト５ａの全長を短くし枠体３を引き起こすためには、バケットａ上から支
持ベルト用ベルト５１ａの端末５４ａを引張るだけでよく、支持ベルト用ベルト５１ａは
支持ベルト用バックル５２ａから外れない為、支持ベルト５の長さ調節操作中に手を離し
ても、支持ベルト５ａの長さはその時の長さに保持され、枠体３は降下することはなく、
所定の強度も確保できる。作業員の技量に左右されることなく、操作が簡便で、安全であ
る。
【００５９】
上記の支持ベルト用バックル５２ａの場合、形状が簡易なため、十分な強度を確保しつつ
、電気絶縁性のあるＦＲＰで製作することは容易である。
また構造が簡易なため、低コストで製作できる。
【００６０】
バケットａに設置された捕捉ネットが、装柱された部材に接触することがある。配電設備
等で活線工事を行う場合に、捕捉ネットが導電体であれば、装柱部材と導電体との接触に
より短絡事故が発生し、装柱部材が損傷することがある。また、捕捉ネットの導電体に通
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電して作業員が感電する事故が発生するおそれがある。
【００６１】
本発明に係る捕捉ネットは、装柱部材と衝突した場合、枠体３の先端が移動することによ
り、装柱部材または捕捉ネットが損傷することを防止する。
図２７に示すように、捕捉ネットが装柱部材等と正対して衝突した場合、枠体３の先端が
上方に回動するため、装柱部材または捕捉ネットは損傷しない。
図２８に示すように、捕捉ネットの側面から装柱部材等と衝突した場合、枠体３を構成す
る支柱用棒６１と水平支材用棒７１が細形で剛性が低く可撓性を有するＦＲＰ製で製作し
てあるため、支柱用棒６１と水平支材用棒７１が大きく撓むことにより、装柱部材が損傷
するに足る大きな荷重は加わらない。
図２９に示すように、さらに、枠体３の先端が大きく変位する状態で装柱部材等と衝突し
た場合においても、支柱用棒６１および、または水平支材用棒７１が折損することにより
、装柱部材が損傷するに足る大きな荷重は加わらず、装柱部材が損傷することを防止する
。
【００６２】
バケットａに搭乗して作業を行う場合においては、図３２に示すように活線作業に使用す
るホットスティック等の長尺の工具ｈや長尺の部材を収納する長尺の作業用収納袋ｇを、
バケットａの側面に設置することがある。従来の捕捉ネットにおいては、バケットａの側
面に外向けに作業用収納袋ｇを取り付けた状態において、作業用収納袋ｇを取り付けたバ
ケットａの一面と同一の一面に捕捉ネットを設置することはできなかった。
バケットａ側に水平材を具備した捕捉ネットにおいては、作業用収納袋ｇが捕捉ネットの
構成部品である水平材とかち合い、捕捉ネットを設置することが出来ない。
また、図３０に示すように、バケットａ側に水平材を具備していない捕捉ネットにおいて
は、作業用収納袋ｇの側面とバケットａの間に該三角形の開口部ができ、落下物を捕捉す
ることが確実でないため、捕捉ネットとして使用することができない。
従って、従来の捕捉ネットを設置する場合においては、図３１，図３２に示すように、捕
捉ネットの設置面以外のバケットａの面に作業用収納袋ｇを設置していた。
【００６３】
本発明では、バケットａの側面に外向けに作業用収納袋ｇを取り付けた状態において、ネ
ット２のバケットａに接する側の長さ、すなわち支持ベルト５を係止した２ケのＳ字フッ
ク１間のネット２の長さを、作業用収納袋ｇのバケットａに接した面を除く外周の長さと
作業用収納袋ｇを除く当該２ケのＳ字フック１間の長さを足した長さとし、図５に示すよ
うに、バケットａに接する側のネット２の外縁部に複数の係止環９を具備した。
【００６４】
図３３，図３４，図３５に示すように、作業用収納袋ｇの設置位置の両側で、ネット２が
作業用収納袋ｇに接触するように、ネット２の係止環９をＳ字フック１に掛けることによ
り、作業用収納袋ｇの側面とバケットａの側面の間に隙間ができないため、作業用収納袋
ｇを設置した場合においても、バケットａ上での落下物が、捕捉ネットで捕捉できないこ
とを防止できる。
　この作業は２ケの係止環９をＳ字フック１に掛ける操作だけであり、非常に簡便である
。
図３３は作業用収納袋ｇと捕捉ネットを設置した場合の平面図で、図３４は同正面図、図
３５は同側面図を示す。
【００６５】
以上のように、作業用収納袋ｇの設置を考慮してたるみ量を大きく設定しているため、ネ
ット２のバケットａに接する側の長さが、バケットａの支持ベルト５を係止する一対のＳ
字フック１の間の距離よりも長くなることから、作業用収納袋ｇを設置していない場合に
は、ネット２が撓むことにより、ネット２とバケットａ間に隙間ができることが考えられ
るが、この場合にも、図２に示すように、一対のＳ字フック１の間に複数のＳ字フック１
を設置し、ネット２に具備された係止環９を該Ｓ字フック１に係止することで撓み量が小
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さくなり、バケットａ上での落下物は、捕捉ネットで確実に捕捉できる。
また、図４０は、バケットａの３面に捕捉ネットを設置した場合において、作業用収納袋
ｇを設置した状態を示す平面図である。
【００６６】
本発明を構成する全ての部品は、電気絶縁性の材料で製作できる。
ネット２，吊りロープ４，支持ベルト５は電気絶縁性の合成繊維を使用し、枠体３はＦＲ
Ｐを使用することが出来る。
支持ベルト５ａの長さ調節用バックル５２ａはＦＲＰで製作できる。
Ｓ字フック１へ係止するための係止環９は、図５，図７，図８に示すように、リング形状
とした場合は、ＦＲＰ製で製作できる。また、図６に示すように、ネット２の外周ロープ
８を加工して環状とした場合には、合成繊維で製作できる。
枠体３を構成する支柱６ａと水平支材７ａの連結部においては、図１３，図１４に示すよ
うに、ＦＲＰおよびプラスチックで製作できる。
全ての構成部品を電気絶縁性の材料とすることで、充電部に接触した場合においても短絡
事故や感電事故が起こらない。
【００６７】
図３６は、本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットであり、バケットａの二側面に設置す
るものであり、図３６は該捕捉ネットの平面図である。
略コの字状の枠体３と、枠体３を垂直方向に吊支する吊りロープ４と、枠体を斜上方向に
支持する支持ベルト５と、バケットａに設置するためのＳ字フック１と、を備えており、
略コの字状の枠体３は、２本の支柱６と当該支柱６の先端部間を連結する水平支材７で構
成され、
バケットａのブームとの接続部が設置される一側面を除いた三側面の内の隣接する二側面
に対し、それぞれの面に一体の枠体３、計２体の枠体を配置し、枠体３の２本の支柱６の
基端をバケットａの一側面に当接し、枠体３を該当接点から斜上方向に配置し、枠体３の
２本の支柱６の基端とバケットａに設置された２ケのＳ字フック１を、それぞれ吊りロー
プ４を介して連結して吊支し、枠体３の水平支材７の両端部と先記Ｓ字フック１を、それ
ぞれ支持ベルト５で連結し、
バケットａの隣接する二側面と４本の吊りロープ４と４本の支持ベルト５と２体の枠体３
によって形成される７つの面、すなわち、２体の枠体３でそれぞれ囲まれた２つの底面と
、隣接する２体の枠体３間に形成される三角底面と、バケットａの二側面に近接しそれぞ
れ２本の吊りロープ４間で形成される２つの側面と、２体の枠体において、それぞれの枠
体の２本の支柱６の内、他の枠体３と隣接しないそれぞれ１本の支柱６と吊りロープ４と
支持ベルト５との間に形成される２つの三角面にわたって、ネット２ａを展張した構成と
する。
【００６８】
バケットａの二側面に捕捉ネットを設置する場合において、バケットａの一側面に設置す
る捕捉ネットを２台設置すれば、該２台の捕捉ネット間には、ネットを設置していない略
三角形状の面が生じる。この面にもネットを展張するために、図３６を参照しつつ前述し
たように、ネット２ａは７面に展張した構成とする。
【００６９】
図３７，図３８，図３９は、本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットであり、バケットａ
の三側面に設置するものであり、図３７は該捕捉ネットの平面図であり、図３８はその正
面図であり、図３９はその側面図である。
　略コの字状の枠体３ａと該枠体３ａを垂直方向に吊支する吊りロープ４と該枠体３ａを
斜上方向に支持する支持ベルト５とバケットａの開口上縁部に掛止される取付具としての
Ｓ字フック１を備えており、
　略コの字状の枠体３ａは、２つの支柱６と当該支柱６の先端部を連結する水平支材７で
構成され、バケットａのブームとの接続部が設置される一側面を除いた三側面に対し、そ
れぞれの面に一体の枠体３、計３体の枠体３を配置し、枠体３の２本の支柱６の基端をバ
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ケットａの一側面に当接し、枠体３を該当接点から斜上方向に配置し、枠体３の２本の支
柱６の基端とバケットａに設置された２ケのＳ字フック１を、それぞれ吊りロープ４を介
して連結して吊支し、枠体３の水平支材７の両端部と先記Ｓ字フック１を、それぞれ支持
ベルト４で連結し、
バケットａの三側面と６本の吊りロープ４と６本の支持ベルト５と３体の枠体３によって
形成される１０個の面、すなわち、３体の枠体３でそれぞれ囲まれた３つの底面と、隣接
する３体の枠体３間に形成される２つの三角底面と、バケットａの三側面に近接し、それ
ぞれ２本の吊りロープ４間で形成される３つの側面と、隣接しない２体の枠体３において
、それぞれの枠体３の２本の支柱６の内、他の枠体３と隣接しないそれぞれ１本の支柱６
と吊りロープと支持ベルトとの間に形成される２つの三角面にわたって、ネット２ｂを展
張した構成とする。
【００７０】
バケットａの三側面に捕捉ネットを設置する場合において、バケットａの一側面に設置す
る捕捉ネットを３台設置すれば、該３台の捕捉ネット間には、ネットを設置していない略
三角形状の面が２箇所生じる。この面にもネットを展張するために、ネットａは段落（０
０６９）において示された１０面に展張する構成とする。
【００７１】
図４１は、バケットａの三側面に設置する捕捉ネットを収納した状態を示す。三側面に設
置する捕捉ネットにおいても一側面に設置する捕捉ネットと同様に、３つの枠体３をそれ
ぞれ分割し６本の支柱６と３本の水平支材７とし、棒状である支柱６と水平支材７を並べ
、それにネット２と６本の吊りロープ４と６本の支持ベルト５を添えることにより、図４
１に示すように、容易にコンパクトな集束状態にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の一実施形態に係る捕捉ネットの平面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る捕捉ネットの正面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る捕捉ネットの側面図である。
【図４】Ｓ字フックをバケットの開口上縁部に取り付けた状態図である。
【図５】係止環の一実施形態である。
【図６】係止環の他の実施形態である。
【図７】係止環の他の実施形態である。
【図８】係止環の他の実施形態である。
【図９】枠体の一実施形態である。
【図１０】一実施形態に係る支柱と水平支材の連結部の連結状態図である
【図１１】一実施形態に係る支柱と水平支材の連結部の離脱状態図である
【図１２】捕捉ネットを集束した状態の説明図である。
【図１３】他の実施形態に係る支柱と水平支材の連結部の連結状態図である
【図１４】他の実施形態に係る支柱と水平支材の連結部の離脱状態図である
【図１５】捕捉ネットの落下物捕捉状態の側面図である。
【図１６】水平支材が折損した場合の落下物捕捉状態の正面図である。
【図１７】支柱が折損した場合の落下物捕捉状態の側面図である。
【図１８】支柱保持具に支柱を組み立てた状態の図である。
【図１９】支柱保持具に支柱を組み立てる前の状態の図である。
【図２０】水平支材保持具に水平支材を組み立てた状態の図である。
【図２１】水平支材保持具に水平支材を組み立てる前の状態の図である。
【図２２】支持ベルトの一実施形態に係る取付状態の平面図である。
【図２３】支持ベルトの一実施形態に係る取付状態の側面図である。
【図２４】支持ベルトの長さを短く調節して枠体を起こした状態の側面図である。
【図２５】支持ベルトの他の実施形態の取付状態の平面図である。
【図２６】支持ベルトの他の実施形態の取付状態の側面図である。
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【図２７】装柱部材に枠体が接触した状態の説明図である。
【図２８】捕捉ネットに水平方向から装柱部材が接触した状態の説明図である。
【図２９】捕捉ネットに水平方向から装柱部材が接触し、水平支材が折損した場合の説明
図である。
【図３０】作業用収納袋と従来の捕捉ネットをバケットの同側面に設置した状態を説明し
た平面図である。
【図３１】作業用収納袋と従来の捕捉ネットをバケットに設置した状態の平面図である。
【図３２】作業用収納袋と従来の捕捉ネットをバケットに設置した状態の正面図である。
【図３３】作業用収納袋と本発明の捕捉ネットをバケットの同側面に設置した状態を説明
した平面図である。
【図３４】作業用収納袋と本発明の捕捉ネットをバケットの同側面に設置した状態を説明
した正面図である。
【図３５】作業用収納袋と本発明の捕捉ネットをバケットの同側面に設置した状態を説明
した側面図である。
【図３６】本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットの平面図である。
【図３７】本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットの平面図である。
【図３８】本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットの正面図である。
【図３９】本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットの側面図である。
【図４０】本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットにおいて、作業用収納袋をバケットに
設置した状態を説明した平面図である。
【図４１】本発明の他の実施形態に係る捕捉ネットにおいて、捕捉ネットを集束した状態
の説明図である。
【図４２】本発明の他の実施形態に係る取付具である。
【図４３】吊りロープの外周ロープへの結束状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７３】
１　Ｓ字フックまたは取付具
　２，２ａ，２ｂ　ネット
　３，３ａ　枠体
　４　吊りロープ
　５　支持ベルト
　５１，５１ａ　支持ベルト用ベルト
　５２，５２ａ　支持ベルト用バックル
　５３，５３ａ　支持ベルト用連結ベルト
　５４，５４ａ　支持ベルト用ベルトの端末加工部
　６，６ａ　支柱
　６１，６１ａ　支柱用棒
　６２，６２ａ　支柱用端末具
　６３　支柱連結用ソケット
　６３ａ　支柱用ロック具
　７，７ａ　水平支材
　７１　水平支材用棒
　７２　水平支材用端末具
　７３　水平支材用プラグ
　８　外周ロープ
　９，９ａ，９ｂ，９ｃ　係止環
　９１，９１ｃ　係止環取付具
　９１ｂ　係止環補強具
　１０ａ　支柱保持具
　１０ｂ　水平支材保持具
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　ａ　バケット
　ｂ，ｃ，ｄ　ネットの捕捉面
　ｅ　落下物
　ｆ　装柱部材
　ｇ　作業用収納袋
　ｈ　長尺の工具

 
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】

【図３６】
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【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】

【図４３】
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